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○特定重大事故等対処施設（以下、「特重施設」という）について
２０１３年７月に施行された新規制基準において、原子炉周辺建屋等へ
の故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムにより、原子炉を冷却
する機能が喪失し炉心が著しく損傷した場合に備えて、原子炉周辺建屋等
との離隔距離をもった頑健な建屋を設け、その建屋の中に原子炉格納容器
の破損を防止するための機能を有する施設を収納することが要求されてい
るものであり、原子力発電所の安全への信頼性を更に向上させるための
バックアップ施設です。

○原子力規制委員会への手続き状況
・玄海３，４号機の特重施設に係る原子炉設置変更許可申請については、
２０１７年１２月２０日に原子力規制委員会へ申請を行い、本年４月
３日に許可を頂きました。
・詳細設計となる工事計画認可については、特重施設の設置工事を効率的
に行うことを目的に「原子炉補助建屋等に設置する設備」、「新たに設
置する建屋等」、「新たに設置する設備等」の３つに分割して申請する
こととし、本年５月に玄海３号機、６月に４号機の「原子炉補助建屋等
に設置する設備」に係る申請書を原子力規制委員会へ提出しています。
・残りの工事計画認可申請についても、準備が整い次第、申請書を提出い
たします。
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○特重施設の設置期限について
・特重施設については、「設置許可基準規則」において、本体施設等の工事
計画認可から５年以内に設置することが要求されており、玄海３，４号機
は、それぞれ２０２２年８月２４日と同年９月１３日が設置期限になって
います。
・当社は、早期の完成を目指して、工事計画認可申請に係る審査及び認可後
に実施する工事に、しっかりと取り組んでまいります。

※特重施設については、テロ対策という性質上、セキュリティの観点から
設備の名称、設置場所、強度、数等を公開できないため、可能な範囲で
設備の概要を説明させて頂きます。



特定重大事故等対処施設の全体概要

⑦サポート機能
・電源設備
・計装設備
・通信連絡設備

⑧特定重大事故等対処施設を構成
する設備である ①～⑦ を制御
する機能
・緊急時制御室の設置

フィルタ装置

①原子炉冷却材圧力
バウンダリの減圧
操作機能

⑤原子炉格納容器の
過圧破損防止機能

原子炉格納容器

原子炉減圧
操作設備

②原子炉内の溶融炉心の冷却機能
③原子炉格納容器下部に落下した
溶融炉心の冷却機能
④原子炉格納容器内の冷却・減圧
・放射性物質低減機能

注入設備水源

水素濃度
低減設備

⑥水素爆発による原子炉
格納容器の破損防止機能
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当社は、今後とも、国の審査に真摯かつ丁寧に対応するとともに、

地域をはじめ皆さまの安心、信頼が得られるよう、原子力発電所の

安全確保に万全を期してまいります。


